
原子力災害からの住民の生活再建に向けた施策の実施を求める意見書 

 

 世界で例を見ない未曾有の大災害である東京電力福島原子力発電所事故から早くも 2 年

が経過したが、事故収束や十分な損害賠償は遅々として進まず、多くの住民は、家族が全国

に離散し、放射能による健康への不安を抱えつつ長期化する避難生活に疲弊し、やっとの思

いで生活している。 

 この間、本町においては、ようやく区域再編がなされ町への立ち入りができるようになる

が、その前提となる除染をはじめ、住民の生活再建に向けた賠償等については課題が山積し

ている。 

 こうした中、本町議会としても、それら課題の解決に向け住民の要望はもちろん、各種団

体等の意見聴取をし、度重なる審議をした結果、住民の生命・財産を守るためには、これま

で以上の支援策が必要であるとの結論に至った。 

国は、こうした状況をしっかりと受け止め、国策として原子力政策を推進してきた責任の

もと、被災者の視点に立ったきめ細かな生活再建のための施策を早急に講じるべきである。

よって、国においては下記の事項について実現されるよう強く要望する。 

 

記 

１ すべての住民が原発事故に対する完全な賠償を受けることができるよう新たな賠償指

針の策定を早急に行うこと 

２ 現在の損害賠償の算定基準は、被災地の現状とかけ離れたものであることから、それら

基準の見直しを早急に行うこと 

３ 損害賠償に係る税制上の取り扱いについては、精神的損害賠償や財物賠償等については

非課税とされているが、休業補償や営業補償等については課税対象となっている。これで

は被災者の生活再建を阻害するものである。支払いを受けた損害賠償については課税対象

外とすること 

４ 現在の損害賠償制度では、原子力発電所事故以降に不動産等の贈与を行った場合、贈与

者に賠償請求権があり、受贈者が、その賠償金により住宅等を購入し生活再建を果たそう

とした場合に贈与税の課税対象となる。このことは、自らが高齢等の理由により受贈者に

生活再建を託すために不動産の贈与を行った贈与者の意思に反するばかりか、賠償の趣旨

である避難者の生活再建を阻害することとなる。よって、避難者の生活再建を妨げないよ

う、賠償金に対する贈与税の課税について、免除措置をとること 

５ 津波被災地の財物（家屋及び家財）の賠償は、原発事故の損害の特殊性を十分に加味し、

被災者の生活再建を考慮し、津波により流失・倒壊した財物の賠償について一定の価値を

推認し、「全損」扱いとして賠償がなされるよう取り扱うこと 

６ 賠償事務への事務費や人件費等対象範囲を拡大するとともに、不公平な賠償とならない

よう住民にわかりやすい明確な基準を策定すること 

７ 賠償金算定について、損害実態に即した新方式を構築すること。構築にあたっては、営

業拡張や企業努力により生じた利益等は、賠償額算定から控除すること 



８ 生活再建の前提となる復興住宅の早期建設を図ること 

９ 原子力災害により被災を受けた自治体は、住民の安全安心のため原子力災害対策に関連

する事業を実施していることから、これら原子力災害対策に関連する事業についても財政

措置をはじめ、各種支援を行うこと 

10 除染作業により発生した放射性廃棄物の処分については、本来、国の責任のもとなさ

れるものであるため、中間貯蔵施設や最終処分場の方針を明確にし、早急に設置すること。 

11 山林等の除染は、未だ先行きが不透明であり、植林ができず森林荒廃が進んでいること

から、具体的な除染方針及び効果的な除染技術を早急に確立し，全山林等を対象とした除

染に早急に着手すること 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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